
労働保険の申告、算定基礎届の提出
労働保険・算定基礎届出の申告期限は、どちらも毎年7月10日です。決算のように会社毎に申告

時期に違いがないため、全国の会社が一斉にこの時期に届出をします。労働者のケガ・病気に対し

ての給付金、老後の年金給付等に係る大切な届出になりますので、漏れなく正しく申告しましょう。

①労働保険、社会保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。

＊労災保険料だけは全額を会社が負担する理由…
労働基準法では、労働者が業務上ケガや病気をし

た場合には、会社が全て負担して補償すべきとされ
ています。しかし、補償額が多額になる場合が多く、
補償し切れないというリスクから会社と労働者の双
方を守るべく、国が保険料を徴収し、業務災害が起
こった際には、会社の補償義務を肩代わりするとい
う保険制度が「労災保険」の性質だからです。

②労働保険の概算確定保険料申告の仕組み
当年4月1日から翌年3月31日まで(支払月ではな

く労働した月)の対象期間の賃金総額を見積もり、概
算保険料を前払いで申告納付します。そして、対象
期間が終了した時点で、実際に支払った賃金額に基
づく確定保険料と前年度に納めた概算保険料との差
額精算のためにもう一度申告します（納付又は還付
になります）。事業が継続する場合には、毎年、今
年度と前年度の２つの期の保険年度について、概
算・確定の申告をする仕組みになっています。なお、
令和5年度は雇用保険料率の改定がありました。

●納める保険料の額＝
概算保険料 ＋（確定保険料－前年の概算保険料）
＊概算保険料＝ 今期の賃金見込額× 保険料率

＊確定保険料＝ 前期の実際の賃金額× 保険料率

③労働保険料の計算と延納
労災保険の料率は、労災事故が発生しやすい業種

ほど高く、個別に設定されております。例えばサー
ビス業の事業所で年間の賃金総額が1億円（役員分
を除き全員が雇用保険の被保険者の場合）であれば、

令和5年度の概算保険料は185万円になります。
・1億円×合計保険料率0.0185＝185万円

((労災保険料率3.0)+(雇用保険料率15.5))／1000

・185万円の内60万円については、従業員負担分
として給与・賞与の支払時に徴収します。

概算保険料が40万円以上になる場合は、年３回
に分けて納付が出来る「延納制度」があります。

④社会保険料の計算・算定基礎届 (定時決定) 提出
労働保険と異なり、社会保険料は日本年金機構

又は健康保険組合等が毎月計算する仕組みとなっ
ています。実際の賃金額を使用すると計算が煩雑
になるため、従業員それぞれの「1ヶ月に支給さ
れる見込の賃金額」を一定の幅(等級)にまとめた
「標準報酬月額」という額を基に計算されます。
従業員が入社した際、残業代等、支払い額が最

初から確定できない手当は、見込みの金額で「標
準報酬月額」を登録します。
会社が提出する「算定基礎届」は、実際の賃金

支給額をもとに、「標準報酬月額」を年に一度見
直す（定時決定の）ための届出です。

4月から6月に実際に支給された賃金を届出ま
すので、この時期に残業代が増えれば「標準報酬
月額」が高くなり、9月分保険料から向こう1年
間の保険料額に影響します。
例えば、東京都の健康保険料率(介護保険料も

含む)が11.82％、厚生年金保険料率が18.3％に
なりますので、「標準報酬月額」が2万円増えれ
ば、会社負担額、従業員負担額、それぞれ一人当
たり年間約3.6万円の増額となります。

⑤社会保険料の月額変更届 (随時改定)について
社会保険料は、④の定時決定以外に、年の途中

に固定的賃金（基本給、通勤手当など毎月固定額
で支給されるもの）が変動し、支給された月を含
む3ヶ月間の平均給与月額から求めた標準報酬月
額の等級が、現在の等級と比べて２等級以上変
わった場合、標準報酬月額と実際の給与との間に
大きな差が生じないように、標準報酬月額の改定
を届出します。
令和5年4月は多くの鉄道会社で運賃や通勤定

期券代が値上げとなりました。他にも、月60時
間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げら
れたため（法律改正）、4月1日以降、月60時間
超の時間外労働があった場合は、月額変更届が必
要な可能性がありますのでご注意ください。

労働保険の申告、算定基礎届などの届出について、
お困り事がございましら、エ
ムケー人事コンサルティング
までお気軽にご相談下さい。

社会保険労務士法人
エムケー人事コンサルティング
第78号 令和5年 6月1日発行
TEL：03-3676-4952/FAX：03-3676-4990

種類 保険の対象 保険料負担

健康保険
業務外の病気ケガ出産

に対する保険
事業主と従業員で折半

厚生年金

保険
老齢障害死亡に対しての保険 事業主と従業員で折半

労災保険
業務上又は通勤途中の病気

ケガ障害死亡等に対する保険
全額事業主負担

雇用保険 失業や職業訓練に対する保険 一部従業員負担有り
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【雇用保険料率】 (1/1000)

R4年10月～R5年3月 R5年4月～

下記以外の事業 13.5 (5)* 15.5 (6)*

農林水産業、清酒製造業 15.5 (6)* 17.5 (7)*

建設業 16.5 (6)* 18.5 (7)*

＊( )の数値は内従業員負担分

【労災保険料率】（主なもの） (1/1000)

金属加工業 10

食料品製造業 6

卸売業、小売業、その他サービス業 3
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